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告 示

高知県告示第872号の 2

家畜伝染病予防法（昭和26年法律第166号）第30条の規定に基

づき家畜の所有者に対し消毒方法を実施すべき旨を命ずるので、

家畜伝染病予防法施行規則（昭和26年農林省令第35号）第15条第

1項の規定により次のとおり告示する。

令和 2年11月10日（掲示済）

高知県知事　濵田　省司

1　実施の目的

県内において緊急的な高病原性鳥インフルエンザのまん延を

防止するため

2　実施する区域

県内の飼養羽数100羽以上の家きん飼養農場及び家畜防疫員

が必要があると認める家きん飼養農場。ただし、消石灰による

消毒又はこれと同等と認められる方法による消毒を自ら行う家

きん飼養農場を除く。

3　実施の期日

令和 2年11月11日から同月30日まで

4　消毒方法の実施方法

消石灰等の消毒薬の家きん飼養農場内（家きん舎周囲及び家

きん飼養農場外縁部に限る。）散布

高知県告示第896号

救急病院等を定める省令（昭和39年厚生省令第 8号）第 1条第

1項の規定により、救急病院として次のとおり認定した。

令和 2年11月20日

高知県知事　濵田　省司

医療機関の名称　　所　　在　　地　　認定年月日　認定の有効

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期限

永 井 病 院　高知市春野町西分　令 2・11・　令 5・11・

　　　　　　　　2027番地 3  　　　　 21　　　　　20

公 告

漁港漁場整備法（昭和25年法律第137号）第39条の 2 第 4 項の

規定に基づき、所有者不明の工作物又は船舶、自動車その他の物

件（以下「工作物等」という。）の措置を次のとおり行う。

令和 2年11月20日

宇佐漁港漁港管理者　　　　　　

高知県知事　濵田　省司

1　工作物等の放置されている場所、名称又は種類、形状及び数

量

( 1 )　土佐市宇佐町宇佐字新崎浜　宇佐漁港東船溜(たまり)

ア　ＦＲＰ船 1隻（船名及び船舶番号不明、船長5.10メート

ル、船幅1.60メートル）

イ　ＦＲＰ船 1隻（船名及び船舶番号不明、船長5.60メート

ル、船幅1.60メートル）

( 2 )　土佐市宇佐町宇佐字西浜東ノ丁　宇佐漁港新町泊地( 2 )

ＦＲＰ船 1 隻（船名及び船舶番号不明、船長5.70メート

ル、船幅1.60メートル）

( 3 )　土佐市宇佐町宇佐字鳥ヶ巣　宇佐漁港福島泊地

ＦＲＰ船 1隻（船名不明、船舶番号282－18708、船長5.50

メートル、船幅1.60メートル）

( 4 )　土佐市宇佐町井尻字日ノ谷口　宇佐漁港井の尻－3.0メ

ートル泊地

ＦＲＰ船 1 隻（船名及び船舶番号不明、船長5.10メート

ル、船幅1.60メートル）

2　所有者の行うべき措置

工作物等の所有者は、この公告の日から起算して30日以内に

宇佐漁港漁港管理者の指示に従い、当該工作物等を除却しなけ

ればならない。

3　漁港管理者の措置

宇佐漁港漁港管理者は、工作物等の所有者が 2の措置を行わ

ないときは、他に命じて当該工作物等を除却させ、漁港漁場整

備法第39条の 2第 5項の規定により、当該工作物等を保管する

ものとする。

なお、保管後に工作物等の所有者が判明した場合は、同条第

10項の規定により、当該所有者に当該工作物等の除却及び保管

に要した費用を請求するものとする。
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選挙管理委員会告示

高知県選挙管理委員会告示第82号

政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第 6 条第 1 項の規定による政治団体の届出があったの

で、同法第 7条の 2第 1項の規定により次のとおり公表する。

令和 2年11月20日

高知県選挙管理委員会委員長　土居　秀喜

法第19条の 7第 1項第 1号に係る国会議員関係政治団体とみなされる政党の支部

名称

（代表者の氏名）

立憲民主党高知県

第 2区総支部

（廣田　一）

立憲民主党高知県

第 1区総支部

（武内　則男）

会計責任者

の氏名

溝渕　大司

武内　恵子

届出年

月日

令 2・

10・ 1

令 2・

10・14

主たる事務所の所在地

高知市土居町 9－ 7　

太平閣マンション301

号室

高知市永国寺町 2－ 1

1以上の市町

村等の区域を

単位として設

けられる支部

○

○

公職の種類

（第 1号）

衆議院議員

衆議院議員

国会議員関係政治団体以外の政党の支部

名称

（代表者の氏名）

立憲民主党高知県

総支部連合会

（武内　則男）

会計責任者

の氏名

菅原　美香

届出年

月日

令 2・

10・ 9

主たる事務所の所在地

高知市本町四丁目 2－39

1以上の市町村等

の区域を単位とし

て設けられる支部

○

高知県選挙管理委員会告示第83号

政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第 6 条第 1 項の規定

による政治団体の届出があったので、同法第 7条の 2第 1項の規

定により次のとおり公表する。

令和 2年11月20日

高知県選挙管理委員会委員長　土居　秀喜

その他の政治団体（政党及び国会議員関係政治団体以外の政治

団体）

高知県選挙管理委員会告示第84号

政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第 7 条第 1 項の規定

による政治団体の届出事項の異動の届出があったので、同法第 7

条の 2第 1項の規定により次のとおり公表する。

令和 2年11月20日

高知県選挙管理委員会委員長　土居　秀喜

政党（国会議員関係政治団体とみなされる政党以外の政党）

名称

大石雅夫後

援会

代表者の氏

名

大石　雅夫

会計責任者

の氏名

吉岡　謙二

主たる事務所

の所在地

長岡郡大豊町

久壽軒1225番

地

届出

年月

日

令 2

・10

・ 6

区

分

旧

新

区

分

旧

名称

（代表者の氏

名）

自由民主党高知

県林業土木支部

（山下　政司）

名称

（代表者の氏

名）

野村満久後援会

（野村　満久）

代表者の

氏名

異動なし

代表者の

氏名

異動なし

会計責任

者の氏名

異動なし

会計責任

者の氏名

異動なし

主たる事

務所の所

在地

高知市丸

ノ内一丁

目 7－36

高知市升

形 2－15

主たる事

務所の所

在地

幡多郡大

月町春遠

異動

年月

日

令 2

・10

・16

異動

年月

日

令 2

・10

その他の政治団体（政党及び国会議員関係政治団体以外の政治

団体）
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令和 2年11月20日

高知県選挙管理委員会委員長　土居　秀喜

政党の支部

落 札 公 告

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

政令（平成 7 年政令第372号。以下「政令」という。）第12条及

び高知県特定調達契約事務取扱規則（平成 7 年高知県規則第125

号）第 8 条の規定により、次のとおり落札者等について公告す

る。

令和 2年11月20日

高知県知事　濵田　省司

1　落札に係る購入物品の名称及び数量

高知県庁本庁舎で使用する電気　一式

2　契約に関する事務を担当する部署の名称及び所在地

高知県総務部管財課　高知市丸ノ内一丁目 2番20号

3　落札者を決定した日

令和 2年10月20日

4　落札者の氏名及び住所

株式会社ホープ　福岡県福岡市中央区薬院一丁目14番 5 号　

ＭＧ薬院ビル

5　落札金額

29,909,581円

6 　契約の相手方を決定した手続

一般競争入札

7　政令第 6条の公告をした日

令和 2年 8月21日

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

政令（平成 7 年政令第372号。以下「政令」という。）第12条及

び高知県特定調達契約事務取扱規則（平成 7 年高知県規則第125

号）第 8 条の規定により、次のとおり落札者等について公告す

る。

令和 2年11月20日

高知県知事　濵田　省司

1　落札に係る特定役務の名称及び数量

ＩｏＰクラウド対応ハウス環境データ収集システム構築委託

業務　一式

2　契約に関する事務を担当する部署の名称及び所在地

高知県農業振興部農業イノベーション推進課　高知市丸ノ内

一丁目 7番52号

3　落札者を決定した日

令和 2年10月 8日

4　落札者の氏名及び住所

日之出産業株式会社　南国市国分1309番地

5　落札金額

69,300,000円

6 　契約の相手方を決定した手続

一般競争入札

7　政令第 6条の公告をした日

令和 2年 8月25日

新

旧

新

旧

新

旧

新

旧

新

旧

新

依岡一生後援会

（依岡　一生）

ひろせ正明後援

会

（廣瀬　正明）

大石雅夫後援会

（猪野　幸博）

全日本不動産政

治連盟高知県本

部

（清水　正博）

平野正後援会

（平野　都代

美）

異動なし

伊与田

耕一

廣瀬　正

明

大石　雅

夫

猪野　幸

博

異動なし

伊勢脇

猛

平野　都

代美

異動なし

浅井　廣

廣瀬　正

明

異動なし

岡上　か

おり

竹村　俊

彦

渡辺　洋

平野　祥

智

886

幡多郡大

月町春遠

569

幡多郡大

月町姫ノ

井中ヶ市

1136－ 1

幡多郡大

月町姫ノ

井1143－

1

異動なし

異動なし

異動なし

四万十市

大用452

－ 1

四万十市

大用261

・ 1

令 2

・10

・ 2

令 2

・10

・ 6

令 2

・10

・ 8

令 2

・10

・ 1

令 2

・10

・19

高知県選挙管理委員会告示第85号

政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第17条第 1 項の規定

による政治団体の解散の届出があったので、同条第 3項の規定に

より次のとおり公表する。

名称

立憲民主党高知県第 1区総

支部

代表者の氏名

武内　則男

解散年月日

令 2・ 9・14
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